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令 和 ８ 年 ４ 月 号

鹿部駐在所
７－２８６１

携帯電話使用

一時不停止
信号無視

二人乗り

令和８年４月１日から、１６歳以上の者に

よる自転車等の一定の違反に対し、交通

反則制度が導入されます。

上の絵以外にも様々な違反があるので、

再度、交通ルールを確認しましょう。

２月中、鹿部町で灯油
の盗難事件が発生して
います。
灯油のホームタンク
には鍵をつけるなど
防犯対策をしましょう。

並進 イヤホン等の使用


